
１．序

　平成１６年８月、関西電力美浜原子力発電所

第３号機の２次系タービン建屋で蒸気漏れ事

故が発生した。死者５名、負傷者６名という

大事故である。わが国の原発が、稼動中にこ

れほどの死傷者を出したのは過去最悪である。

事故原因は、２次冷却系配管の減肉現象によ

る破断であった１）。さてこの事故は、関西電

力の環境報告書にどう開示されるのだろうか。

特に環境会計の情報開示としてその説明責任

が今後注目される。

　本稿の目的は、電力会社における環境会計

の公表用フォーマットを提案することである。

現在、多くの企業が環境会計の情報開示を

行っている。しかし、各電力会社の環境会計

情報の形式及び内容はどれも不統一で企業間

比較ができない。今回のような電力会社の事

故がどのように環境会計情報として扱われる

のか不明である。

　今年５月、日本公認会計士協会は、「わが国

における環境会計の課題と今後の発展方向」

の中で、現在の環境会計における主な課題を

いくつか挙げている２）。例えば、環境保全コ

ストや効果等の計算方法が、企業間で異なっ

ており開示様式も十分に統一されていないこ

と。また記載内容にばらつきがあり、現行の

環境会計情報がその種類、定義、分類等で環

境経営度を評価するには不十分であることな

どである３）。

　本稿で電力会社を取り上げた理由は、地球

温暖化原因として多大な環境負荷をかけてい

る産業だからである。また電力自由化に伴う

コスト削減と料金引下げなど経営環境急変の

中で、安全操業と経済性をいかに維持するか

が問われている。こうした背景から、電力会

社の環境会計について比較可能なフォーマッ

トを検討する価値は十分にある。

　本稿の研究手順は、まず２.でこれまでわが

国の企業社会に浸透してきた環境会計の概要

とそれに対する日本公認会計士協会の見解を

整理しておく。特に環境会計の構成要素３つ

（環境保全コスト・環境保全効果・環境保全対

策に伴う経済効果）の分類とその内容を把握

する。つづく３.では、日本の電力会社１０社に

おける『環境報告書』からみた環境会計の現

状分析をする。視点は、環境会計の３構成要

素についてどのような分類と表示を行ってい

るかである。そして４.では、３.で行った検証

をもとに各電力会社の統一した環境会計の公

表用フォーマットを提案する。

　以下、使用する主な資料は、環境省の『環
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境会計ガイドブック２００２年版～環境会計ガイ

ドライン２００２年版の理解のために～』（本文で

は以下、『ガイドライン』と称す）と日本公認

会計士協会の「我が国における環境会計の課

題と今後の発展方向」、『経営研究調査会研究

報告第２２号』（以下、『研究報告第２２号』と称

す）、そして電力会社１０社の『環境報告書』掲

載の環境会計情報である４）。

２．環境会計の構成要素

２.１.　環境保全コストの分類と内容

　本論では、わが国企業社会に普及する環境

会計ガイドラインの概要とそれに対する日本

公認会計士協会の認識をまとめておく。

　まず、環境保全コストの分類について『ガ

イドライン』は、１.事業活動コスト、２.上・

下流コスト、３.管理活動、４.研究開発活動、５.

社会活動、６.環境損傷対応、および７.その他

の７分類にしている。さらに１.事業エリア内

コストは、公害防止、地球環境保全、資源循

環の３コストに分けている５）。

　この分類に関して『研究報告第２２号』は、

企業の環境問題への認識度と有限な経営資源

の配分が判読できると指摘する６）。そして

「こうした視点を重視するならば、地球温暖

化防止や廃棄物削減などのように、より具体

的な環境保全活動別に分類し公表することも

考えられる。」と提案している７）。これを電力

会社に応用するなら、廃棄物に関して通常の

産業廃棄物と放射性廃棄物の区分を行った分

類も可能である。

　次に、環境保全コストの内容についてはど

うであろうか。『ガイドライン』は、投資額と

費用額に区分する。ここでの投資額とは、企

業等の償却資産への設備投資額のうち環境保

全目的の支出額である。また費用額とは、企

業等の費用のうち環境保全を目的に発生した

金額である。そして各コストが環境保全コス

トに該当するか否かの判断は、環境保全目的

で投下されたコストを抽出する目的基準を

とっている８）。

　この環境保全コストの内容について、『研

究報告第２２号』は、単にコストの多寡だけで

なく環境保全効果等と対比して評価すべきこ

とを提案している。つまり、企業規模や事業

内容等を勘案し、同一企業の対前年比較や同

業他社間比較においても事業活動量や操業度

の影響を排除した環境保全コストを認識すべ

きだとしている９）。しかし、現在の電力会社

の環境会計から適正な企業間比較の情報を得

ることはほとんど不可能である。

２.２.　環境保全効果の分類と表現方法

　つづいて、環境保全効果についてその分類

と表現方法についてみる。環境保全効果の分

類について『ガイドライン』は、コスト対効

果を重視し、環境保全コストに対応させるこ

とが望ましいとしている。しかし、両者の分

類に対応する部分が抽出困難な場合は、対応関

係が判明する箇所のみ明示することも認めて

いる。あるいは個別ではなく全体としてのコ

スト対効果で対応させることも可能とする１０）。

　この環境保全効果の分類について『研究報

告第２２号』は、環境保全コストと結びつけて

検討することを説いている。例えば、減価償

却費をコスト計上する以上は、それに対応す

る効果にも注目すべきだとし、費用対効果の

適切な対応関係を強調している１１）。

　一方、環境保全効果の表現方法について

『ガイドライン』は、環境パフォーマンス指標

を使用している。量の指標は、基準期間（前

期）と当期との環境負荷の総量差（比率差も
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可）で示す。また原単位を比較した差を併記

することも可能である。基準期間との単純比

較なら、両者の差額が環境保全効果となる。

しかし、事業活動量を考慮した調整比較法の

場合は、次の算定式で計算する１２）。

　　環境保全効果＝基準期間の環境負荷量等

×（当期の事業活動量÷基準期間の事業活

動量）－当期の環境負荷量等

　この算定方法について『研究報告第２２号』

は、環境保全効果の絶対量は企業規模によっ

て左右されるため、企業規模を除外した比率

で分析することを提案している。例えば、次

の指標である。

　　売上高環境保全効果比率＝環境保全効果

÷売上高

　　付加価値環境保全効果比率＝環境保全効

果÷付加価値

　この他、当期利益や総資産額等の財務会計

の数値による分析も有効としている１３）。実際

の電力会社では、基準期間との単純比較が多

い。

２.３.　環境保全対策に伴う経済効果の内容

　環境会計における３番目の構成要素である

経済効果についてはどうか。『ガイドライン』

は、環境保全対策を進めた結果、企業等の利

益に貢献した効果として貨幣単位で測定する。

この経済効果は、確実性によって実質的効果

と推定的効果に区分する。実質的効果は、収

益と費用節減に分け、前者は当期収益とし、

後者は当期の未発生費用とする。推定的効果

は、経営管理の情報で実質的効果より蓋然性

が低いため慎重に算定することを提案してい

る。

　また経済効果の算定方法について『ガイド

ライン』は費用節減の場合、基準期間の費用

と当期費用との差額として算定する。次の２

法がある１４）。

　　環境保全対策に伴う経済効果＝基準期間

の費用－当期の費用

　　環境保全対策に伴う経済効果＝基準期間

の費用×（当期の事業活動量÷基準期間の

事業活動量）－当期の費用

　この環境保全対策に伴う経済効果に対して

『研究報告第２２号』は、「リサイクル品の売却

益などの実質効果を環境コストの控除項目と

して考えることも可能である。」と指摘する１５）。

実際の電力会社では、実質的効果のみを開示

し、推定的効果について開示する企業はない。

　さて、この２.では、環境会計の３構成要素

について環境省『ガイドライン』とそれに対

する日本公認会計士協会の提言について整理

した。では、わが国の電力会社ではどのよう

に環境会計の情報開示を行っているのか、そ

れらの比較検証を、次の３.で見ていくことに

する。

３．電力会社の環境会計構成要素

３.１.　電力会社の環境保全コスト

　わが国の電力会社１０社は、どのような環境

会計情報を開示しているのか比較検証する１６）。

まず、環境保全コストの分類形式についてみ

る。環境保全コストの分類について『ガイド

ライン』は、（表１－１）のような７分類を挙

げている。電力会社の分類も、これらに準じ

て配列しているが、各社独自の分類名を使用

電力会社における環境会計フォーマットの提案



している。この（表１－１）は、『ガイドライ

ン』の分類に対し各電力会社が使用する分類

名とを比較したものである１７）。

　このように環境保全コストの分類は、『ガ

イドライン』の７分類に準じながら、使用す

る名称は各電力会社によって異なっている。

　次に環境保全コストの取組内容についてみ

る。（表１－２）は、電力会社１０社の（１）公

害防止コストと（２）地球環境保全コストの

掲載部分をすべて列挙したものである。この

（表１－２）から、どの電力会社も同じような

取組内容を挙げていることが分かる。

　例えば、（１）公害防止コストの①大気汚染

防止として排煙脱硫装置や脱硝装置があり、

②水質汚濁防止として廃水処理、漏油防止、

温排水処理対策等がある。また、（２）地球環

境保全コストの①地球温暖化及び省エネル

ギーには、新エネルギー設備費用や発電設備

の効率向上等があり、②オゾン層破壊防止に

は、特定フロン・ハロンの代替がある。

　こうした取組内容の類似性は、１.事業エリ

ア内コストの（３）資源循環コストや３.管理

活動、４.研究開発、５.社会活動、６.環境損傷対

応のそれぞれのコストにも共通している。た

だ、４.上・下流コストは、どの電力会社も分

類項目から外してある。四国電力は上流コス

トとして環境負荷の少ない製品・原材料等の

購入をこの項目に挙げている。しかし他社は

すべてこうした上流コストは、資源循環コス

トの項目に含めている。電力会社に下流コス

トが不在とする理由は、製品が電気であるた

め生産・販売した製品のリサイクルコストが

発生しないからである１８）。

　ところで、電力会社の環境保全コストの分

類に、特に注目すべき項目がある。放射性廃

棄物関連のコストである。冒頭で述べた関西

電力はもちろん東北、東京、中部、中国、四

国、九州は、すべて放射性廃棄物コストを開

示している。原子力発電所を稼動する電力会

社は、産業廃棄物とは別に放射性廃棄物関連

コストを明確に開示すべきである。

３.２.　電力会社の環境保全効果

　次に、電力会社の環境保全効果の分類と表

現方法はどのように開示されているだろうか。

これらは、先の環境保全コストと対応した関

係で表示することが有効である。事実、各電

力会社はこのコスト対効果の関係を意図した

開示を行っている。

　ところで、環境省『ガイドライン』は、環

境会計の公表用フォーマットを３つ挙げてい

る。すなわち、環境保全コスト主体型（公表

用A表）と環境保全効果対比型（公表用B表）、

そして総合的効果対比型（公表用C表）であ

る１９）。各電力会社は、総合的効果対比型（公表

用C表）を目指し独自の開示方法をとってい

る。
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（表1-1）電力会社の環境保全コストの分類

1. 事業エリア内コスト

　（1）公害防止コスト（地域環境保全）

　（2）地球環境保全コスト（地球温暖化防対策）

　（3）資源循環コスト（資源循環型社会形成、省

資源リサイクル、循環型社会構築コスト）

2. 上・下流コスト（上流コスト）

3. 管理活動コスト（環境管理、環境マネジメント、

環境活動管理）

4. 研究開発コスト（技術開発、環境関連研究）

5. 社会活動コスト（環境レクレーション、環境コ

ミュニケーション、社会貢献）

6. 環境損傷対応コスト（環境損傷対応）

7. その他

（注）（　 ）内が電力会社の使用する分類名称。
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（出所）各電力会社の『環境報告書』をもとに作成。�
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の更新費用、緑化工事費用、動物保護に関わる費用
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煙脱硝装置によるNOx排出抑制、脱硫石こうのリサイ

クル 電気集塵器による煤塵排出抑制。石炭灰、重油

灰のリサイクル 、低公害車導入等　②汚水処理装置、

漏油対策　③騒音防止設備、低騒音設備�

①排煙脱硫・脱硝、燃料改善、集塵機、燃料対策　②
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①排煙処理、低硫黄燃料の使用�
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騒音対策　④土壌への漏油防止対策、送電設備等

による電波障害防止・解消�

①大気汚染防止　②水質汚濁防止�

③騒音防止　④その他の公害防止�

①大気汚染防止対策�

②水質汚濁防止対策�

①大気汚染防止施設、低硫黄燃料使用�

②水質汚濁防止施設、土木・建築工事濁水対策等�

③騒音防止施設、土木・建築工事振動防止対策等�

④配電線地中化、構内緑化等�

①排煙脱硫、脱硝装置、低硫黄燃料購入費　②総

合排水処理装置、オイルフェンス　③防音設備（防音

室、遮音壁等）　④防油堤、灰処理施設�

①排煙処理（脱硫、脱硝、ばいじん、処理装置）、低硫
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温排水対策など　③発電、変電、送電設備騒音・振
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①SOx対策、NOx対策、煤塵対策、粉塵対策、排煙

対策　②雨水対策、設備排水対策、燃料受入対策、

灰処理排水対策、温排水対策、工事用排水対策、�

③騒音防止対策、振動、悪臭、地盤沈下対策　④土

壌汚染対策�

（2）地球環境保全コスト�

①地球温暖化及び省エネルギーコスト�

②オゾン層破壊防止コスト�

③その他地球環境保全コスト�

①新エネルギー(風力、太陽光、廃棄物等の他社発電

施設)連係設備費用、③新エネルギー電力購入費用、

グリーン電力基金への拠出金など�

�

�

①原子力、水力、地熱、LNG火力等発電。新エネルギ

ー（風力、太陽光）の電力購入　東北グリーン電力基

金拠出　海外植林。炭素基金　SF6回収再利用　

低損失機器の導入　事務所の使用電力削減　�

②特定フロン．ハロンの代替　�

①自然エネルギー導入、京都メカニズムへの取り組み�

②規制対象フロン類削減�

�

�

①世界銀行の炭素基金への出資、海外環境投資案

件への出資�

②空調設備からのフロン回収�

�

�

①地球温暖化防止及び省エネルギー対策　�

③その他の環境保全�

①新エネへの系統連係、新エネ余剰電力購入�

�

①植林プロジェクト、新エネルギー発電の電力購入等�

②非フロン装置への取替�

�

�

①火力設備の高効率化、配電線の太線化　　�

③世界銀行炭素基金、新エネ余剰電力購入�

�

①CO２排出が少ない電源の設置、火力発電所熱効率

向上、新エネ設備導入・支援、世界銀行炭素基金出資、

省エネ活動（低公害車導入含む）、SF6排出抑制　②

フロン・ハロン回収対策�

①発電設備の効率向上、京都メカニズム活用、新エネ

ルギー設備導入及び余剰電力購入、送配電損失の

低減、日常の省エネ活動、節水対策、低公害車導入、

SF6 排出抑制　② フロン等代替対策及び回収対策�



　まず東北、九州、沖縄の３電力会社は、環

境保全コストとその効果との直接的対応を明

確にしている。その他北海道、中部、北陸、

関西、四国の５社は、部分的な対応形式を

とっている。しかし、東京電力と中国電力は、

この環境保全効果を環境効率や環境管理目標

に掲載している。したがってコスト対効果の

関係が明確には判読できない２０）。

　さて、『ガイドライン』のフォーマット（公

表用B表）や（公表用C表）は、環境保全効果

を、１.事業エリア内コストに対応する効果、

２.上・下流コストに対応する効果、３.その他

の環境保全効果に分類する。しかし、各電力

会社の場合は、１.事業エリア内コストの部分

を更に（１）公害防止コスト、（１）地球環境

保全コスト、（３）資源循環コストの３つに区

分し、それらの効果指標等を開示している。

そして、その他として管理活動に対する効果

を加えている。

　一方、環境保全効果の表現方法は、どうだ

ろうか。各電力会社は、環境パフォーマンス

指標で開示している。量の指標は、基準期間

と当期との個別環境負荷の差か総量差額で開

示する。（排出原単位による比較を併記する

場合もある。）例えば、（１）公害防止コスト

の①大気汚染防止コストでは硫黄酸化物

（SOx）排出抑制量、煤塵削減量などである。

また（２）地球環境保全コストの①地球温暖

化及び省エネコストでは、二酸化炭素（CO２）

排出抑制量、六フッ化硫黄（SF６）出削減量な

どがある。

　なお、環境保全効果の情報として環境経営

指標を公表する電力会社がある。例えば、北

海道、東北、東京、関西、中国、四国の６電

力会社である。これらは環境保全効果を環境

経営指標、又は環境経営効率という値で開示

する。算定式は、次の公式である。

　　環境経営効率＝製品・サービス価値÷環

境影響

　この算定式右辺の製品・サービス価値とは、

販売電力量又は売上高、営業利益等が用いら

れる。また環境影響は、エネルギー等の消費

量や大気汚染物質排出量（CO２排出量等）を

用いる。東北電力と四国電力では、環境影響

の値に統合した環境負荷排出量を使用してい

る２１）。『ガイドライン』は、こうした環境効率

指標までは要求していない。しかし、現実に

は環境保全効果を表現する有効なツールとし

て開示している。

３.３.　電力会社の環境保全に伴う経済効果

　では、電力会社は環境保全対策を行うこと

でどんな経済効果を獲得できるのであろうか。

その内容と算定方法について検証する。

　『ガイドライン』は、経済効果についてその

根拠の確実性によって実質的効果と推定的効

果に分けている。しかし、実際の電力会社は

実質的効果のみであり、推定的効果は開示し

ていない。その実質的効果とは、収益と費用

節減である。収益は資源循環、費用節減は公

害防止と地球環境保全、資源循環、そして環

境管理に細分される。

　収益の資源循環には、例えばリサイクルに

伴う有価物・副産物の売却などがある。また、

費用節減の地球環境保全には火力発電による

燃料費削減や送配電損失の低減等がある。こ

れらの表示名称は、異なるものの各社とも同

様の内容をそれぞれ挙げている。

　また、経済効果の算定方法は、北海道電力、

東北、中部、北陸、関西、中国の６社が、基
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準期間との単純比較による方法を採用してい

る。特に関西と中部は、火力発電の燃料費節

約について、前年度と比較した熱効率の差額

分を算出している２２）。

　この３.では、電力会社における環境会計の

構成要素について検証した。その結果、次の

２つのことが判明した。１つは、どの電力会

社も『ガイドライン』の公表用フォーマット

に準じて作成していること。２つ目は、分類

項目の名称はそれぞれ異なるが、その内容は

類似項目が多いことである。これらの事から、

電力会社の環境会計フォーマットの作成が可

能と考えられる。では、そのフォーマットと

はどのような形式になるのであろうか、以下

４.で検討する。

４．　電力会社の環境会計フォーマット

４.１.　環境保全コストのフォーマット

　現在の電力会社が公表している環境報告書

では、開示方法が不統一なため企業間比較が

できない。しかし、次のような環境会計

フォーマットを用いれば電力会社は、その開

示が可能である。

　まず、環境保全コスト・フォーマットは、

（表２－１）の形式とする。分類項目は、どれ

も『ガイドライン』（公表用B表、またはC表）

を準用したものである。（１）事業エリア内コ

ストと（２）管理活動コストが中心となる。１.

公害防止の③騒音防止・振動防止コストは、

それぞれ１項目にまとめた。また、３.資源循

環の③放射性廃棄物処分処理は、各電力会社

では開示されているため新設した。

　集計方法は、投資額と費用額について基準

期間の前期と当期の単純比較、または事業活

動調整法で測定する。単位は、貨幣金額で最

終項目に合計金額を記入する。

４.２.　環境保全効果のフォーマット

　次に環境保全効果・フォーマットは、（表２

－２）で開示する。前の環境保全コストとの

費用対効果を考慮した形式のため分類項目は

すべて同じである。ただ測定単位が、物量基

準のためそれぞれの効果項目に指標単位を

（　）内に示しておいた。例えば、大気汚染防

止は（㌧）で測定し、低レベル放射性廃棄物

処分処理は（本/２００㍑ドラム缶相当）等であ

る。

　指標値の算定方法は、基準期間の前期と当

期の環境負荷総量差異または比率差で行う。

実際には、CO２排出抑制量やCO２排出原単位の

併記が行われる。また、六フッ化硫黄（SF６）

やフロン等の算定には特別の係数を利用して

算定される２３）。

４.３.　経済効果のフォーマット

　電力会社の環境保全に伴う経済効果の

フォーマットが、（表２－３）である。

　電力会社の経済効果に関する開示は、実質

的効果のみであったので、このフォーマット

も推定的効果ではなく、実質的効果を扱った。

収益と費用節減の２分類は、『ガイドライン』

公表用と同じである。収益として資源循環項

目を設定した。費用節減には、事業エリア内

コストに該当する公害防止、地球環境保全、

資源循環の３つをおき対応関係を考慮した。

　測定単位は、貨幣金額である。算定方法は、

基準期間の前期と当期の差額による単純比較

または事業活動調整法による算定とする。こ

こでも最終ラインに合計金額を算定する。

　以上（表２－１）、（表２－２）、（表２－３）

が、電力会社の環境会計公表用フォーマット

である。

電力会社における環境会計フォーマットの提案
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（表2-1）電力会社の環境保全コスト・フォーマット�

��

投 資 額�

（出所）環境省『環境会計ガイドブック2002年版』29～33頁と各電力会社『環境報告書』より作成。�

�

①大気汚染防止�

�

②水質汚濁防止
�

�

③騒音防止・振動防止�

④その他の公害防止
�

�

�

①地球温暖化及び省エネ�

�

②オゾン層破壊防止�

③その他コスト�

�

①資源の効率的利用�

�

②産業廃棄物リサイクル等

・処分処理�

③放射性廃棄物処分処理�

④一般廃棄物リサイクル等

処分処理�

⑤その他資源循環
�

�

①環境マネジメントシステム

の整備・運用�

②環境情報の開示及び環

境広告�

�

③環境負荷監視�

�

④従業員への環境教育等�

⑤事務所及び事務所周辺

の自然保護、緑化、景観

保持等環境改善�

排煙脱硫装置、SOx排出抑制、排煙脱硝装置による

NOx排出抑制、脱硫石こうのリサイクル、低硫黄燃料購

入費、電気集塵器による煤塵排出抑制等�

廃水処理、漏油防止、温排水対策、工事濁水対策、雨

水対策等�

騒音防止設備、工事対策、送電設備騒音・振動対策等�

地盤沈下測定、放射線の管理・測定、送電設備等電波

障害防止・解消等�

新エネルギー(風力、太陽光)の電力購入、海外植林、

SF6回収再利用、低損失機器の導入、事務所の使用電

力削減、京都メカニズムへの取組等�

特定フロン・ハロンの代替�

世界銀行炭素基金への出資、新エネ余剰電力購入等�

ダム堆積土砂・建設残土の有効利用、石炭灰等の有効

利用、撤去資材の有効利用、がい子くず有効利用舗装

材、再生路盤材採用等�

産業廃棄物処理、PCB処理、石炭灰リサイクル�
�

低レベル放射性廃棄物処理等�

一般廃棄物減量化・リサイクル、古紙リサイクル�
�

フライアッシュセメント等の購入、廃棄物発電の電力購

入等、グリーン調達推進�

ISO14001認証取得・維持、環境関連システム導入・維持�
�

環境報告書作成、環境情報の開示及び環境広告、そ

の他持続可能な資源循環、ホームページ作成等�

環境アセスメント、環境負荷物質の監視・測定、放射線

管理測定、環境濃度測定調査、環境影響調査、PRTR

対応等�

環境関連資格取得、環境教育、研修、環境関連人件費等�

発電所の緑化、配電線地中化、環境調和設備の導入、

電力供給設備のコンパクト化と配置・形状・色などの配

慮等�

CO2吸収・固定・高効率電力供給システムなど研究開発、

環境関係研究機関などへの分担金、廃棄物有効利用・

省エネなど環境関係研究開発、発電時・電力輸送時環

境負荷抑制等�

景観配慮建屋、電線地中化等周辺環境調和対策、環

境保護団体への寄付・支援、地域の環境活動支援、海

外環境ファンド出資等�

汚染負荷量賦課金（公害健康被害補償制度）�

費 用 額�

当期 �前期� 当期 �前期�

１
公
害
防
止�

２
地
球
環
境
保
全�

３
資
源
循
環�

主　な　取　組　内　容　の　例�分　　　　　類�

（単位：　円）�

(1) 

事
業
エ
リ
ア
内
コ
ス
ト�
(2) 

管
理
活
動
コ
ス
ト�

合　　計�

�

（3）研 究 開 発 コ ス ト�

（4）社 会 活 動 コ ス ト�

（5）環境損傷対応コスト�
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電力会社における環境会計フォーマットの提案

（表2-2）電力会社の環境保全効果・フォーマット�

��

指　標　値�

（出所）環境省『環境会計ガイドブック2002年版』29～33頁と各電力会社『環境報告書』より作成。 �

�

①大気汚染防止�
�

�

②水質汚濁防止�

③騒音防止・振動防止�

④その他の公害防止�

�

①地球温暖化及び省エネ�
�

�

②オゾン層破壊防止�

③その他コスト�

①資源の効率的利用�
�

②産業廃棄物リサイクル等・

処分処理�

③放射性廃棄物処分処理�

④一般廃棄物リサイクル等

処分処理�

�

⑤その他資源循環�

�

①環境マネジメントシステム

の整備・運用�

②環境情報の開示及び環

境広告�

③環境負荷監視�
�

④従業員への環境教育等�
�

⑤事務所及び事務所周辺

の自然保護、緑化、景観

保持等環境改善�

SOx排出抑制量（㌧）、NOx排出抑制量（㌧）、脱硫石こうリサ

イクル量（㌧）、ばいじん排出抑制量（㌧）、石炭灰、重油灰リサ

イクル量（㌧）又は、SOx削減量（㌧）、NOx削減量（㌧）、煤塵

削減量（㌧）等�

排水負荷削減量（㌧）�

法令、条例に基づき適正に管理�

�

CO2排出抑制量（㌧）、SF6回収率（%）、原子力発電、LNG発電、

水力・地熱発電、新エネ発電購入、熱効率向上、送配電ロス軽

減、世界銀行炭素基金、省エネ活動SF6排出削減（㌧CO2/年）、

京都メカニズム活用（㌧CO２）�

特定フロン・ハロン消費量（㌧）、又は、フロン等排出量（ODP㌧）�

�

産業廃棄物リサイクル率（%）（石炭灰、重油灰、汚泥、金属く

ず等含む）、リサイクル量（㌧）�

産業廃棄物処分量（㌧）（石炭灰、重油灰、汚泥、金属くず等

含む）、適正最終処分量（㌧）、使用済燃料貯蔵量（体）�

低レベル放射性廃棄物減容量（本/200㍑ドラム缶相当）�

古紙リサイクル量、古紙適正処分量�
�

リサイクル計器箱購入量（個）、フライアッシュセメント購入量（㌧）、

リサイクル・クリンプカバー購入量（個）、グリーン調達推進品目

数（品）�

ISO認証取得事業所（事業所）、EMS構築事業所（か所）�
�

環境報告書発行部数（部）、環境月間活動件数（件）�

環境レポート発行部数（部）、HPアクセス件数（環境関連、件）�

連続監視・測定項目数（点）、その他の監視・測定点数（点）�

大気質測定局数（箇所）、環境影響調査区分数（区分）�

環境関連資格取得者、環境関連教育受講者�

研修・講習会参加者数（社内、のべ人）、環境関連有資格者（人）�
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５． 結論

　本稿では、電力会社の環境会計に公表用

フォーマットは、可能か否か検討を進めてき

た。既述のように、『ガイドライン』と実際の

電力会社の開示内容をミックスしたフォー

マットが作成できた。以下では上記一連の検

討経過を整理しておく。

　第１に、環境会計の３構成要素（環境保全

コスト、環境保全効果、その経済効果）に対

する基本認識について検討した。環境保全コ

スト、効果の分類はできるだけ具体的内容で

区分する。特にコスト対効果の対応関係が重

視される。また、環境保全対策に伴う経済効

果は、実質的効果を用いる。その算定方法は、

単純比較が容易であるが精密性を求めるなら

調整比較法を利用する。

　第２に、実際の電力会社はどのように環境

会計情報を開示しているのか検証した。開示

方法の形式は、『ガイドライン』（公表用C）

に準拠しているものの、分類項目の名称は異

なった使用がなされていた。また３構成要素
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（表2-3）電力会社の環境保全対策に伴う経済効果・フォーマット�

��
（出所）環境省『環境会計ガイドブック2002年版』29～33頁と各電力会社『環境報告書』より作成。�
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の主な取組内容や効果は、類似性が多く共通

項でまとめることが可能であった。ただ、算

定方法や指標値の算出については、各電力会

社で統一性を欠いていた。しかし、単純比較

の算定なら電力会社すべてで可能と判断した。

　第３に、以上の検討経過を踏まえて電力会

社の環境会計フォーマットとはどのような形

式になるだろうか、再確認する。

　（表２－１）は、環境保全コスト・フォー

マットである。事業エリア内コストと管理活

動コストのウエイトが高い。放射性廃棄物の

処分処理コストは、産業廃棄物と明確に分離

し開示することにした。投資額と費用額の個

別金額と合計金額を算定する。これらの金額

と各電力会社の総投資額、総費用額に占める

割合も算定可能である。

　次に（表２－２）は、環境保全効果・フォー

マットである。ここでも分類項目は、すべて

環境保全コスト・フォーマットと平行に配列

してある。つまりコスト対効果の関係を重視

した配列である。その主眼は事業エリア内コ

ストと管理活動コストの部分である。測定単

位が貨幣ではなく、物量である。各分類項目

によって測定単位が異なるため、合計の概念

は意味がない。しかし、各社ごと指標値の算

定方法を統一すれば比較は可能である。

　そして（表２－３）が、環境保全対策に伴

う経済効果・フォーマットである。収益と費

用節減の項目には、実際の電力会社の効果内

容を列挙した。中心は事業エリア内コストで

ある。単位は貨幣評価で実質的効果だけを表

示することとした。

　本稿で提案した環境会計フォーマットは、

実際の電力会社にとっては時期尚早かもしれ

ない。しかし、１.序にも述べたように電力会

社は安全操業と経済性という二律背反的使命

を持って経営を行わねばならず、そこには当

然説明責任（アカウンタビリティー）が要求

される。その遂行のためにも統一的で比較可

能な環境会計の情報開示を実施すべきである。
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